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　青い空、白い雲をきれいに映し出す奥池・奥
山貯水池―。夏の暑さのなかでもひとときの
“涼”を感じさせます。
　奥池は、水不足に悩む村人を救うため、江戸
時代に芦屋村年寄猿丸又左衛門安時が20年余
年の苦心の末に完成させた池で、昭和47年
（1972）に隣に完成した奥山貯水池とともに、本
市の自己水源の１つとして現在も活用されて
います。
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　　平日：午前９時～午後８時
　　土・日・祝日：午前９時～午後５時30分
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芦
屋
市
役
所
（
本
庁
舎
・
分
庁
舎
）・
芦
屋

市
消
防
本
部
・
芦
屋
警
察
署
・
芦
屋
税
務
署
・

市
立
芦
屋
病
院
・
芦
屋
セ
ン
ト
マ
リ
ア
病
院
・

南
芦
屋
浜
病
院
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計
画
停
電
の
前
後
約
一
時
間
を
加
え
、
業
務

を
停
止
し
ま
す
。
住
民
票
や
各
種
証
明
書
が

ご
入
用
の
場
合
は
、
市
役
所
市
民
課
窓
口
へ
。

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�
�

�

　

水
道
の
断
水
お
よ
び
濁
水
が
発
生
す
る
お

そ
れ
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
マ
ン
シ
ョ
ン
な
ど

で
受
水
槽
で
貯
め
た
水
を
ポ
ン
プ
で
給
水
し

て
い
る
建
物
で
は
、
水
が
出
な
く
な
る
場
合
が

あ
り
ま
す
の
で
、
事
前
に
水
を
く
み
置
く
な
ど

の
対
応
を
お
願
い
し
ま
す
。
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人
工
呼
吸
器
等
の
医
療
機
器
を
使
っ
て
在

宅
医
療
を
行
っ
て
い
る
か
た
は
、
停
電
中
の
措

置
に
つ
い
て
事
前
に
医
療
機
関
や
兵
庫
県
相

談
窓
口
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
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　　→平常どおり業務を行います
�������	
��
��

��→平常どおり業務を行います
��������������������

住民票・印鑑登録証明・戸籍謄抄本
など証明発行業務に限ります。
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